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書類の用意

売買を行っていない
旨の申立てにより、
当該売買はなかった
ものとみなされる

売買報告書の提出

※当該上場会社等
の有価証券等の売
買を行なった場合
に提出が必要



国
（各財務局、財務事務所）

所属保険募集人（法人）

役員・使用人（従業員）

オンライン又は郵送で提出

役員・使用人の情報
・氏名

・生年月日等

事業者
(少額短期保険業者)

【根拠規定】保険業法第302条

損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人（少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少
額短期保険募集人に限る。）に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険募集を行わないこととなったとき、若しくはこれらの
者が死亡したときも、同様とする。

少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出、変更届出


